
令和７年度
大阪狭山市下水道事業経営審議会（第１回）

令和7年７月25日

水政策部

資料２



目次

１．令和６年度大阪狭山下水道事業会計決算及び
令和７年度大阪狭山市下水道事業の進捗状況について

２．その他報告事項について

1



１.令和６年度大阪狭山市下水道事業会計決算及び
令和７年度大阪狭山市下水道事業の進捗状況について

（１）老朽化対策

➡ストックマネジメント計画

（２）地震対策

➡大阪狭山市下水道総合地震対策計画

（３）浸水対策

➡三津屋川（雨水）幹線改築工事計画

（４）経営の健全化

➡大阪狭山市下水道事業経営戦略 2



[概要] 標準耐用年数（５０年）を超えた管を単純に改築するわけではなく、

施設の重要度に応じて定めた頻度により、計画的に下水道管の点検・調査を実施。(50年経過した管きょの点検・調査は100％達成）

その調査結果をもとに、下水道管の健全度評価を行い、実施計画期間を５ヵ年として、対策が必要な下水道管の改築を実施中。

（１）老朽化対策（ストックマネジメント計画） １/２

表１ 下水道管の点検・調査頻度 表２ 健全度評価(緊急度判定)

下水道ストックマネジメント計画より抜粋

緊急度Ⅰ、Ⅱの判定箇所は、
改築工事を実施
（実施計画期間５ヵ年ごと）

テレビカメラ搭載車

（下水道管内詳細調査）

下水道管内の状況

腐食(鉄筋露出)

下水道管更生工事（施工前後）

施工前

施工後
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〇 改築工事の進捗率は下図のとおり

図１ 下水道管改築工事の進捗率

・第１期(令和元年度～令和５年度)計画は、進捗率１００％(計画通り)

・第２期(令和６年度～令和１０年度)計画の進捗率は、令和７年度末

（予定）で２５.０％とやや遅延。

表３ 計画値と実績値(第２期計画期間)

年度 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０

計画値
（累計延長）

単位：ｍ
362.2 724.4 1,086.6 1,448.8 1,811.0

実績値
（累計延長）

単位：ｍ
243.6

452.5
（予定）

進捗率
単位：％

13.5
25.0
（予定）

（１）老朽化対策（ストックマネジメント計画） ２/２
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[概要] 本市の重要な幹線（汚水：L=４０.７km）を対象に耐震診断を実施し、耐震性の不足

する箇所の耐震化工事を実施。

・重要な幹線とは…幹線管渠、緊急輸送路下部の管路、防災拠点からの排水を受ける管路など。

・耐震化の対象…耐震診断結果より、マンホールの耐震化工事を実施。

・５ヵ年を実施計画期間とし、１５年（短期、中期、長期計画）で計画的に耐震化工事を実施中。

図２ マンホール耐震化工事の進捗率

・１期、２期の進捗率は、それぞれ75.7％と64.7％と全体的に遅延。

・１期、２期の未施工の箇所は、３期に含み施工予定。

表４ 計画値と実績値

（２）地震対策（下水道総合地震対策計画）

マンホール更新工法（耐震化工事）
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年度 令和６（第２期までの実績） 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１

計画値
（累計箇所数）

単位：基
51 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0

実績値
（累計箇所数）

単位：基
33

3.0
（予定）

進捗率
単位：％

64.7
3.5

（予定）

備　　考
令和６年度の実績
値は３箇所

※計画値（箇所数）は仮
　（令和７年度に耐震診断を行うため）
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[概要] 供用開始から５０年以上が経過しており、老朽化が顕著にみられる三津屋川幹線の改築
工事。（下水道ストックマネジメント計画）

現在施工中の断面は、幅４.0ｍ×２.５ｍ

図３ 三津屋川幹線改築工事の進捗率

表５ 計画値と実績値

（３）浸水対策（三津屋川（雨水）幹線改築工事計画） １/２

・進捗率は、令和７年度末（予定）で５０.５％と概ね計画通り

・投資額が大きいため、予算の継続確保が課題

→令和５～６年度の実績値Ｌ＝４７.5ｍの施工費は、

３０５,７３９,５００円（１ｍ当たり約６,４４０千円）

（令和６年度分は債務工事で施工中のため、現在の契約額）

施工前

施工中 施工後
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〇 全体計画について

図４ 改築工事の進捗率

表６ 単年度の計画延長と工事費

（３）浸水対策（三津屋川（雨水）幹線改築工事計画） ２/２

[ 課 題 ]

・第２期計画は、施工延長を伸ばせないか検討中の内容。

（年間５億円）

・第３期以降の計画は未定であり、事業完了年度の設定が必要。

→改築が必要な全体延長は、Ｌ＝２,５６９.７ｍ

１期計画(約２０ｍ／年)の施工延長でいくと約１３０年かかる。
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令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１ 令和１２ 令和１３ 令和１４ 令和１５

計画延長
（単年度）
単位：ｍ

30.2
(30.2)

20.6
(17.3)

20.6 20.7 20.7 20.7 64.2 64.2 64.2 64.2 64.0

工事費
（単年度）
単位：千円

205,841 99,899 150,000 150,000 150,000 150,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

備　考

第２期

※年度は、発注年度（債務工事）
　令和５、６年度の( )は実績値
　第２期の工事費は、計画延長からの割合

年度
第１期



【今後の事業計画について】

1.79

1.19

2.80
2.51

3.18
3.45 3.30

2.60
2.30 2.30 2.45 2.45 2.35

0.36

0.43

0.26

0.21

0.40
0.25

0.25

0.25

0.30 0.40 0.25 0.25
0.25

0.36

0.16

0.05
0.15

0.15

1.00 1.00 1.00
1.00

0.58

0.45

1.10

0.86

0.78 0.58 0.93
1.63

1.13

0.43 0.43 0.43 0.63

3.10

2.23

4.20

3.59

4.36 4.28
4.48

4.63

3.88

4.13 4.13 4.13
4.23
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ストックマネジメント計画 総合地震対策計画 浸水対策 その他（戦略）

（投資額：億円）

（戦略）

※三津屋川（雨水）幹線改築工事についてはストックマネジメント計画に含まれる。

※「その他」には、ポンプ場施設改良工事、各計画変更事業、桝設置工事、路面復旧工事等が含まれる。
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（４）経営の健全化

●経常収支比率とは
＜計算式＞
経常収益÷経常費用 ×100

100.7% 101.0%

106.8%

101.6%
98.7%

97.2% 96.2% 95.4% 94.9% 94.4% 94.0%

100.7%
103.7%

107.2%

利益が出る基準：100.0%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経営戦略 実績

＜指標の意味＞
単年度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていることが必要。
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（R7は見込）

【経常収支比率】
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105.6%
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92.9%
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89.5%
91.0%
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独立採算※となる目標：100.0%

現在の経営戦略の下限目標：80.0%
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●経費回収率とは
＜計算式＞
下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分除く）×100

＜指標の意味＞
汚水処理に係る経費を下水道使用料収入でどれだけまかなえ
ているかを示す指標。100％を下回っているということは、
一般会計繰入金に依存した経営状況を表す。

※経営戦略の下限目標について
経費回収率が80％を下回ると、国からの社会資本整備総合交付金が交
付されない可能性がある。
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【経費回収率】

※独立採算について
公共下水道事業は、地方財政法上の公営企業とされ、その事業に伴う
収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく独
立採算制の原則が適用される。



4億117万円

2億6,829万円

2億1,902万円 2億3,162万円 2億2,172万円
1億9,584万円

2億1,648万円

2億6,813万円

3億3,870万円

4億2,513万円

4億9,719万円

3億412万円
2億8,560万円

2億1,375万円

目標水準：５億円

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経営戦略 実績（R7は見込）

●現金預金残高について
令和１５年度末残高の目標残高は５億円。

＜目標水準＞
・年度使用料収入の半年分相当。
・年度の建設改良費相当。
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【現金預金残高】



●繰入金について
下水道事業は汚水処理費については下水道使用料で賄い、雨水処理費等については公費（税金）で賄うべきものとされている。

➡雨水公費汚水私費の原則
公費は総務省が定める繰出基準（基準内繰入）に基づいて、一般会計繰入金（財源は税金）として下水道事業に充てられるが、
それだけでは経営が成り立たない場合、基準外繰入が充てられている。基準外繰入が多いと教育や福祉等の本来の市の
行政サービスの財源が少なくなる。

1億532万円
1億783万円 1億866万円

4,473万円 5,571万円
4,769万円

1億2,248万円

1億5,370万円

5,039万円

9,632万円
4,618万円

0円

3億6,885万円
3億6,343万円

2億676万円

1億818万円 1億540万円 1億1,805万円

4,457万円 4,417万円
5,178万円

9,250万円 8,954万円 3,692万円

9,175万円

5,772万円

0円

3億3,701万円

2億9,684万円

2億676万円

R5（戦略） R5（決算） R6（戦略） R6（決見） R7（戦略） R7（予算）

3条基準内 4条基準内 3条基準外 4条基準外

※３条（予算）と４条（予算）とは
公営企業は３条予算と４条予算の２本立てになっており、２つの予算の収支バランスを検討する必要がある。
（３条予算でお金を貯めて、４条予算に充てる。）
３条予算 ➡ 日々の事業活動の損益を表すもの。
４条予算 ➡ 将来の事業活動を支えるための投資を表すもの。

※
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【一般会計繰入金】



２．その他報告事項について

（１）下水道使用料の改定について

（２）下水道管路の全国特別重点調査の概要
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（１）下水道使用料の改定について
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●大阪府内の下水道使用料の比較（１ヶ月に20㎥使用した料金（税込））（R7.４時点）

14



●下水道使用料の改定に対する問い合わせ状況（R7.6.30時点）

（件）
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プレスリリース

広報折込チラシ併配

検針のお知らせで案内



（２）下水道管路の全国特別重点調査の概要
●埼玉の事故を受けての当面の工事概要

埼玉県により、キャビンへのアクセスのための土木的措置を実施中（～５月前半見込）
①下水をバイパスさせるための仮排水管を整備
②上部からのキャビン救出立坑を整備
③上流からキャビンに向けて掘削

報道発表資料（令和７年３月１８日 水管理・国土保全局下水道事業課）

国の要請している大口径下水道管(管径２ｍ以上)の調査

↓
「本市に該当なし」

要請対象はないが、本市の重要汚水幹線を対象に自主的
に調査
[対象]・管径５００mm以上

・延長４.４ｋm

・期間：令和７年２月４日～７日

↓
「異常なし」

陥没事故の様子（埼玉県）

本市の自主調査の様子
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